
スマートフォンをマイナンバースマートフォンをマイナンバー
カードの上に置くと情報が読みカードの上に置くと情報が読み
取られ、手続きを進められます取られ、手続きを進められます
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◦
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

　
に
代
わ
る
、
写
真
つ
き
の
本
人
確

　
認
書
類
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。

本
人
確
認
書
類
に

な
り
ま
す

オ
ン
ラ
イ
ン
で

行
政
手
続
き

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
搭
載
の

　

I
C
チ
ッ
プ
に
「
電
子
証
明
書
」

　
を
登
録
で
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

　
身
分
証
明
書
に
な
り
ま
す
。

◦
旧
姓
の
併
記
が
で
き
る
本
人
確
認

　
書
類
に
な
り
ま
す
。

※
別
途
、
住
民
票
に
旧
姓
を
記
載
す

　
る
た
め
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◦
電
子
証
明
書
を
登
録
し
た
マ
イ
ナ

　
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
、
対
応
す
る
ス

　
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
、
場
所

　
を
選
ば
ず
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
行
政

　
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　
（
主
な
例
…
e
︲
T
a
x
に
よ
る

　
確
定
申
告
）

◦
行
政
手
続
き
な
ど
で
、
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き

　
の
証
明
書
類
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
つ
く
ろ
う

便
利
な
使
い
道
、
ぞ
く
ぞ
く
。

　
本
人
確
認
書
類
と
し
て
使
え

る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が

備
わ
っ
て
い
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
。

　

所
持
し
て
い
る
人
は
も
ち
ろ

ん
、
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
人
、

迷
っ
て
い
る
人
の
参
考
と
し
て
、

そ
の
便
利
な
使
い
道
を
7
つ
に

分
け
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

1

2

※田原本町におけるオンラインでの行政手続きは、児童手当に関する申請など一部対応しています。
　詳しくは「マイナポータル」を確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

▲マイナンバーカード
総合サイト。こちらも
参考にしてください

マイナンバー PR キャラクター
マイナちゃん

4747
・・
8989
％％

◦◦
田
原
本
町
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

田
原
本
町
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
申
請
率（
令
和

　
申
請
率（
令
和
33
年年
99
月月
3030
日
時
点
）

日
時
点
）

着
々
と
普
及
が
進
む

着
々
と
普
及
が
進
む

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
田
原
本
町
で
は
半
数
近
く
の
人
が
申
請

　
田
原
本
町
で
は
半
数
近
く
の
人
が
申
請

し
て
い
ま
す
。
ま
た
県
内
で
も
、
申
請
率

し
て
い
ま
す
。
ま
た
県
内
で
も
、
申
請
率

はは
1212
番
目
と
上
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

番
目
と
上
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　

そ
ろ
そ
ろ
申
請
、
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。



◦
限
度
額
適
用
認
定
証
や
高
齢
受
給
者

　

証
な
し
で
も
区
分
確
認
が
で
き
る

　
限
度
額
適
用
認
定
証
や
高
齢
受
給
者
証

が
な
く
て
も
、
医
療
機
関
な
ど
で
毎
月
の
負

担
限
度
額
や
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
を

確
認
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
長
期
入
院
該
当
と
な
る
人
は
、
従

来
通
り
申
請
が
必
要
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
の
連
携
で
、
各
種

申
告
書
へ
の
一
部
自
動
入
力
が
可
能
で
す
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 ▲▲マイナポータルのトップ画面。一マイナポータルのトップ画面。一

部サービスは利用者登録が必要にな部サービスは利用者登録が必要にな
りますります

◀◀マイナポータルはマイナポータルは
こちらこちら
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証

利
用
の
本
格
運
用
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
が
で
き
る
自
分
専
用
の
サ

イ
ト
で
す
。

　
町
の
行
政
手
続
き
を
検
索
し
、
必
要
書

類
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
請
が
可
能
で
す
。

（
行
政
手
続
き
の
検
索
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
と
も
に
対
応
し
て
い
る
業
務
の
み
）

　
医
療
保
険
の
資
格
や
、
年
金
、
税
情
報

な
ど
、
行
政
機
関
が
保
有
す
る
、
自
身
の

情
報
を
確
認
で
き
ま
す
。

（
全
て
の
情
報
を
確
認
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
は
？

例
え
ば
…

そ
れ
に
よ
っ
て
…

◦
行
政
手
続
き
の
検
索
・
オ
ン
ラ
イ

　

ン
申
請
が
で
き
る

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
ご

自
身
の
特
定
健
診
情
報
や

薬
剤
情
報
・
医
療
費
情
報

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
健
康
管
理
が
し
や
す
く
な
る

　
た
だ
し
、
専
用
の
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
が
設

置
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
な
ど
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
だ
け
で
、

　

受
診
が
で
き
る

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証

利
用
に
は
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
や
セ
ブ
ン
銀
行

A
T
M
で
申
し
込

み
で
き
ま
す
。　

　

ま
た
、
町
役
場

で
初
回
登
録
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

◦
利
用
申
し
込
み
に
つ
い
て

　
就
職
や
転
職
な
ど
で
、
加
入
す
る
健
康

保
険
制
度
が
変
わ
っ
て
も
、
新
し
い
健
康

保
険
証
を
待
つ
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
な
お
、 

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
や
脱

退
な
ど
は
、
従
来
通
り
住
民
保
険
課
へ
の

届
出
が
必
要
で
す
。

◦
加
入
す
る
保
険
が
変
わ
っ
て
も
、

　

継
続
し
て
使
え
る

◦
自
身
の
情
報
を
確
認
で
き
る

◦
年
末
調
整
や
確
定
申
告
が
便
利
に

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
で
き
ま
す

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

3

4

▲上記の「マイナ受付」ステッカーやポスター
を掲示している医療機関・薬局で利用できます。
なお、利用できる医療機関などは厚生労働省の
ホームページで随時更新されていきます

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

住
民
保
険
課
福
祉
・
高
齢
医
療
係
☎
34
・
2
0
9
5
／
34
・
2
0
9
6

特集　マイナンバーカードをつくろう

▲町ホームページ
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本
の
貸
し
出
し
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
ま
す

7
　
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
お
よ
び
マ
イ

　
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
お
よ
び
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
、

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
、
マ
イ
キ
ー

マ
イ
キ
ー

　　
I
D
I
D
の
作
成
・
登
録

の
作
成
・
登
録
が
必
要
で
す
。

が
必
要
で
す
。

※
従
来
の
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、

※
従
来
の
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、

　
必
要
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
の

　
必
要
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
の

　
で
、
捨
て
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
で
、
捨
て
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◦◦
対
象
者

対
象
者

　
図
書
館
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

提
示
に
よ
る
本
の
貸
し
出
し
が
で
き
ま
す
。

　
利
用
に
つ
い
て
は
、
図
書
館
の
窓
口
に

て
事
前
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◀◀事前の手続きおよび事前の手続きおよび
マイキーIDの作成・登マイキーIDの作成・登
録について、詳しくは録について、詳しくは
図書館ホームページを図書館ホームページを
ご覧ください。ご覧ください。

図
書
館
☎
32
・
0
2
6
2

申
請
書
作
成
機
を
利
用

で
き
ま
す

6
　　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証

を
利
用
し
て
、
住
所
や
氏
名
な
ど
が
記
載

を
利
用
し
て
、
住
所
や
氏
名
な
ど
が
記
載

さ
れ
た
申
請
書
が
自
動
で
作
成
で
き
ま
す
。

さ
れ
た
申
請
書
が
自
動
で
作
成
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　　
運
転
免
許
証

※
裏
面
に
住
所
氏
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
た

※
裏
面
に
住
所
氏
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
た

　
運
転
免
許
証
に
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
運
転
免
許
証
に
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

◦◦
読
み
取
り
可
能
な
カ
ー
ド

読
み
取
り
可
能
な
カ
ー
ド

　
町
役
場
1
階
総
合
窓
口
前

◦◦
設
置
場
所

設
置
場
所

　
午
前
午
前
88
時時
3030
分
～
午
後

分
～
午
後
55
時時
1515
分分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
お
よ
び

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
お
よ
び
1212
月月
2929
日日

～～
11
月月
33
日
を
除
く
）

日
を
除
く
）

◦◦
ご
利
用
時
間

ご
利
用
時
間

申請書作成機では、画面の指示に従い申請書作成機では、画面の指示に従い
マイナンバーカードまたは運転免許マイナンバーカードまたは運転免許
証を挿入します証を挿入します

◀◀作成可能な申請作成可能な申請
書など、詳しくは書など、詳しくは
町ホームページを町ホームページを
ご覧くださいご覧ください

総
務
課
I
C
T
推
進
室
I
C
T
推
進
係

☎
34
・
2
0
7
3

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
ま
す

5
　　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
マ
ル

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
マ
ル

チ
コ
ピ
ー
機
（
キ
オ
ス
ク
端
末
）
か
ら
証

チ
コ
ピ
ー
機
（
キ
オ
ス
ク
端
末
）
か
ら
証

明
書
を
取
得
で
き
ま
す
。

明
書
を
取
得
で
き
ま
す
。

　
セ
ブ
ン

セ
ブ
ン
︲︲
イ
レ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

　
ロ
ー
ソ
ン

　
ロ
ー
ソ
ン

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

◦◦
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
店
舗

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
店
舗

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
利
用
者

（
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書（

証
明
用
電
子
証
明
書（
44
桁
の
暗
証
番
号
）

桁
の
暗
証
番
号
）

の
登
録
の
あ
る
も
の
）

の
登
録
の
あ
る
も
の
）

※
印
鑑
登
録
証
、
住
民
カ
ー
ド
で
は
利
用

※
印
鑑
登
録
証
、
住
民
カ
ー
ド
で
は
利
用

　
で
き
ま
せ
ん
。

　
で
き
ま
せ
ん
。

◦◦
必
要
な
も
の

必
要
な
も
の

　
住
民
票
の
写
し　

住
民
票
の
写
し　
3
0
0

3
0
0
円円

　
印
鑑
登
録
証
明
書　

　
印
鑑
登
録
証
明
書　
3
0
0

3
0
0
円円

◦◦
取
得
で
き
る
証
明
書

取
得
で
き
る
証
明
書

　
午
前
午
前
66
時時
3030
分
～
午
後

分
～
午
後
1111
時時

（（
1212
月月
2929
日
～
日
～
11
月月
33
日
お
よ
び
シ
ス
テ

日
お
よ
び
シ
ス
テ

ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
を
除
く
）

ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
を
除
く
）

◦◦
ご
利
用
時
間

ご
利
用
時
間 住

民
保
険
課
戸
籍
住
民
相
談
係

☎
34
・
2
0
8
7

※なお、令和 3 年 5 月以降にマイナンバーカードを申請した人は、マイキー ID の登録のみ可能です。
　マイナポイントの対象にはなりませんのでご了承ください。



07 広報たわらもと　2021.11広報たわらもと　2021.11

特集　マイナンバーカードをつくろう

業務内容　マイナンバーカードの交付・申請、電子証明
書更新（その他の業務は行いません）
マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。

窓口での印鑑登録証明書の取得
　窓口で印鑑証明書を取得するには「印鑑登録証」か「住
民カード」の提示が必要です。忘れずに持参してくださ
い。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナ
ンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。

　マイナンバーカードの申請・交付には、以下の 2 つの方式があります。
いずれの方法も、町役場への来庁は 1 回のみで手続きが可能です。

午前 10 時～午後 4 時

休日開庁

11 月 7 日㈰

　マイナンバーカードをより取得しやすいように、受付
時間の延長と休日開庁を実施します。

11 月 10 日㈬・24 日㈬、12 月 8 日㈬
午後 7 時まで（交付の受付は午後 6 時 30 分まで）

受付時間の延長

マイナンバーカードの申請
について

マイナンバーカード受付時間の延長と休日開庁
住民保険課戸籍住民相談係☎ 34-2087

　下記の方法で申請した後、
カード交付の時に町役場に来
庁いただく方法です。

　申請時に来庁いただく方法です。カードは完成した
後、本人限定受取郵便などで申請者宛てに送付します。
申請場所　住民保険課
               戸籍住民相談係
              （町役場 1 階）
※本人のみ行えます。（15 歳未満の人、成年被後見
　人は、法定代理人の同伴が必要）
※通知カードを提出できず、かつ運転免許証など官
　公署発行の写真付き身分証明書がない人は交付時
　来庁方式での申請となります。

◦申請時来庁方式 ◦交付時来庁方式

◀◀カード交付は申請後カード交付は申請後
約 1～ 2ヵ月を要し約 1～ 2ヵ月を要し
ます。他にも必要書類、ます。他にも必要書類、
条件など詳しくは町条件など詳しくは町
ホームページを併せてホームページを併せて
ご覧くださいご覧ください

■郵便

■スマートフォン

■パソコン

申請方法は以下の 3 つ

特にスマートフォンでの特にスマートフォンでの
申請が簡単でオススメ。申請が簡単でオススメ。
（下記に申請方法を掲載）（下記に申請方法を掲載）

時間がかからず、簡単にできるオススメの申請方法

スマートフォンからマイナンバーカードの申請をしてみよう
スマートフォンでスマートフォンで
顔写真を撮影顔写真を撮影11 交付申請書のQR交付申請書のQR

コードを読み取るコードを読み取る２２ 町役場でカードを町役場でカードを
受け取る受け取る４４

※申請して約 1 ～ 2 ヵ月※申請して約 1 ～ 2 ヵ月
　後、町から交付の案内　　後、町から交付の案内　
　( ハガキ ) が届きます。　( ハガキ ) が届きます。

WEB でマイナンバーWEB でマイナンバー
カードの申請カードの申請33

❷❷登録メールアドレスに届いた、登録メールアドレスに届いた、
　申請専用 URL にアクセス。　申請専用 URL にアクセス。
　顔写真を登録　顔写真を登録
　し、必要事項　し、必要事項
　 を 入 力 し て、　 を 入 力 し て、
　申請完了。　申請完了。

❶❶申請用 WEB サイトでメール申請用 WEB サイトでメール
　アドレスを登録。　アドレスを登録。

住民保険課戸籍住民相談係☎ 34-2087

※交付申請書がない場合は、※交付申請書がない場合は、
　住民保険課より入手可。　住民保険課より入手可。

※正面・無帽・無背景で、※正面・無帽・無背景で、
　撮影してください。　撮影してください。
※ご家族のスマートフォン※ご家族のスマートフォン
　からも申請できます。　からも申請できます。

スマートフォンで
ココを読み取る


